
※罹災部分修理費用実額とは、災害が直接的な原因で被害を受けた箇所を現状まで復帰させるためにかかった費用のことです。

給付内容早見表
●5口単位で表記していますが１口単位で希望口数に加入することができます。
●最低口数は３口です。上限は住宅の形態や広さで異なります。（P9を参照）基本部分

加入口数 による給付額� （単位：万円）
給付額の計算と確認事項

給付の種類 被害の程度 給付額 / １口 5口 10口 15口 20口 25口 30口 35口 40口 45口 50口

❶  火災・航空機の墜落・
車両突入・爆発 等

全焼壊 100万円 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

共済金 罹災証明書で確認し、規定どおり給付します。半焼壊 50万円 250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500

小焼壊 10万円 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

一部損壊 5万円限度 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 修繕金 罹災部分修理費用実額※の範囲内で給付します（家財、明らかなグ
レードアップは対象外）。

❷風水雪凍害

全 壊 15万円 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750

共済金 罹災証明書で確認し、規定どおり給付します。
大規模半壊 10万円 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

半 壊 7.5万円 37.5 75 112.5 150 187.5 225 262.5 300 337.5 375
準 半 壊
（小壊） 5万円 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

一部損壊 1万円限度 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 修繕金
罹災部分修理費用実額※の範囲内で給付します（家財、明らかなグ
レードアップは対象外）。ただし、1万円/1口を超えてお支払いする
場合もあります（→P19）。

❸浸水
1 床上浸水 7.5万円 37.5 75 112.5 150 187.5 225 262.5 300 337.5 375 共済金 罹災証明書で確認し、規定どおり給付します。

2 床下浸水 （10口まで）1万円 5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 修繕金
11口以降は、1口あたり1割の給付額になります。ただし、罹災部分修
理費用実額※の範囲内で給付します（家財、明らかなグレードアップは
対象外）。

❹地震災害

１損壊

全 壊 （10口まで）5万円 25 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70

修繕金 11口以降は1口あたり1割の給付額です。
共済金扱いとして給付します。

大規模半壊 （10口まで）3.5万円 17.5 35 36.75 38.5 40.25 42 43.75 45.5 47.25 49

半 壊 （10口まで）2.5万円 12.5 25 26.25 27.5 28.75 30 31.25 32.5 33.75 35
準 半 壊
（小壊） （10口まで）1.5万円 7.5 15 15.75 16.5 17.25 18 18.75 19.5 20.25 21

一部損壊 （10口まで）1万円限度 5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 修繕金
11口以降は1口あたり1割の給付額です。罹災部分修理費用実額※

の範囲内で給付します（家財、明らかなグレードアップは対象外）。た
だし1万円/1口を超えてお支払いする場合もあります（→P20）。

２火災

全 焼 （500万円限度）20万円 100 200 300 400 500 500 500 500 500 500 共済金 罹災証明書で確認し、規定どおり給付します。
ただし500万円限度（団体加入を含みません。）。

半 焼 10万円 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
共済金 罹災証明書で確認し、規定どおり給付します。

小 焼 5万円 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

一部損壊 1万円限度 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 修繕金 罹災部分修理費用実額※の範囲内で給付します（家財、明らかなグ
レードアップは対象外）。

❺その他の住宅災害修繕金 （10口まで）1万円限度 5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 修繕金
11口以降は、1口あたり1割の給付額になります。罹災部分修理費
用実額※の範囲内で給付します（家財、明らかなグレードアップは対
象外）。

❻生命共済見舞金 2万円 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 見舞金

● 「基本部分❶」の全焼壊で共済金を受取った場合「自然災害特約」からの給付が
ありませんので、残月数の掛金を返戻します。

● 天災地変、暴動その他の事変による大災害についての火災、住宅災害および死
亡については、運営委員会で審議の上、共済金、修繕金の全部または一部が給
付されないことがあります。

注意事項 ● 保険法施行により「住宅あんしん共済」と「民間火災保険やその他共済」
に重複加入している加入者は「民間火災保険等」からの給付が減額され
る場合がありますので、住宅あんしん共済までご相談ください。

● 「基本部分❶、❷、❹」および「自然災害特約❼、❾」の全焼・全壊の共済金
を受取った場合、残り期間の権利を喪失します。ただし、新規加入する
ことができます。（全焼・全壊以外の場合は、権利が継続します。）
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給付内容早見表

加入口数 による給付額� （単位：万円）
給付額の計算と確認事項

給付の種類 被害の程度 給付額 / １口 5口 10口 15口 20口 25口 30口 35口 40口 45口 50口

❼風水雪凍害

全 壊 70万円 350 700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 3,150 3,500

共済金 基本部分❷にプラスして給付します。

大規模半壊 50万円 250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500

半 壊 35万円 175 350 525 700 875 1,050 1,225 1,400 1,575 1,750

準 半 壊
（小壊） 10万円 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

一部損壊 1万円限度 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 修繕金
基本部分❷と合算し、罹災部分修理費用実額※の範囲内で給付し
ます（家財、明らかなグレードアップは対象外）。ただし、1万円
/1口を超えてお支払いする場合もあります（→P23）。

❽浸水
1 床上浸水 7.5万円 37.5 75 112.5 150 187.5 225 262.5 300 337.5 375 共済金 基本部分❸-1にプラスして給付します。

2 床下浸水 1万円 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 修繕金 基本部分❸-2と合算し、罹災部分修理費用実額※の範囲内で給付
します（家財、明らかなグレードアップは対象外）。

❾地震災害

1 損壊

全 壊 30万円 150 300 450 600 750 900 1,050 1,200 1,350 1,500

共済金 基本部分❹-1にプラスして給付します。

大規模半壊 20万円 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

半 壊 15万円 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750

準 半 壊
（小壊） 10万円 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

一部損壊 1万円限度 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 修繕金
基本部分❹-1と合算し、罹災部分修理費用実額※の範囲内で給付
します（家財、明らかなグレードアップは対象外）。ただし、1万
円/1口を超えてお支払いする場合もあります（→P23）。

2 火災

全 焼 30万円 150 300 450 600 750 900 1,050 1,200 1,350 1,500

共済金 基本部分❹-2にプラスして給付します。半 焼 15万円 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750

小 焼 10万円 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

一部損壊 1万円 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 修繕金 基本部分❹-2と合算し、罹災部分修理費用実額※の範囲内で給付
します（家財、明らかなグレードアップは対象外）。

自然災害特約

● 「基本部分❶」の全焼壊で共済金を受取った場合「自然災害特約」からの給付が
ありませんので、残月数の掛金を返戻します。

● 天災地変、暴動その他の事変による大災害についての火災、住宅災害および死
亡については、運営委員会で審議の上、共済金、修繕金の全部または一部が給
付されないことがあります。

注意事項 ● 保険法施行により「住宅あんしん共済」と「民間火災保険やその他共済」
に重複加入している加入者は「民間火災保険等」からの給付が減額され
る場合がありますので、住宅あんしん共済までご相談ください。

● 「基本部分❶、❷、❹」および「自然災害特約❼、❾」の全焼・全壊の共済金
を受取った場合、残り期間の権利を喪失します。ただし、新規加入する
ことができます。（全焼・全壊以外の場合は、権利が継続します。）

※罹災部分修理費用実額とは、災害が直接的な原因で被害を受けた箇所を現状まで復帰させるためにかかった費用のことです。

●5口単位で表記していますが１口単位で希望口数に加入することができます。
●基本部分の加入口数が上限です。
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年額掛金一覧表

加
入
口
数

自 然 災 害 特 約 部 分
年額掛金 自然災害保障

マンション
（M構造）

耐火・準耐火
（T構造）

木造住宅
（H構造）

風水雪凍害 浸 水 地 震
損 壊
（全壊） 床 上 床 下 損 壊

（全壊）
火 災
（全焼）

口 円 円 円 万円 万円 万円 万円 万円
1 450 650 1,200 70 7.5 1 30 30
2 900 1,300 2,400 140 15.0 2 60 60
3 1,350 1,950 3,600 210 22.5 3 90 90
4 1,800 2,600 4,800 280 30.0 4 120 120
5 2,250 3,250 6,000 350 37.5 5 150 150
6 2,700 3,900 7,200 420 45.0 6 180 180
7 3,150 4,550 8,400 490 52.5 7 210 210
8 3,600 5,200 9,600 560 60.0 8 240 240
9 4,050 5,850 10,800 630 67.5 9 270 270
10 4,500 6,500 12,000 700 75.0 10 300 300
11 4,950 7,150 13,200 770 82.5 11 330 330
12 5,400 7,800 14,400 840 90.0 12 360 360
13 5,850 8,450 15,600 910 97.5 13 390 390
14 6,300 9,100 16,800 980 105.0 14 420 420
15 6,750 9,750 18,000 1,050 112.5 15 450 450
16 7,200 10,400 19,200 1,120 120.0 16 480 480
17 7,650 11,050 20,400 1,190 127.5 17 510 510
18 8,100 11,700 21,600 1,260 135.0 18 540 540
19 8,550 12,350 22,800 1,330 142.5 19 570 570
20 9,000 13,000 24,000 1,400 150.0 20 600 600
21 9,450 13,650 25,200 1,470 157.5 21 630 630
22 9,900 14,300 26,400 1,540 165.0 22 660 660
23 10,350 14,950 27,600 1,610 172.5 23 690 690
24 10,800 15,600 28,800 1,680 180.0 24 720 720
25 11,250 16,250 30,000 1,750 187.5 25 750 750
26 11,700 16,900 31,200 1,820 195.0 26 780 780
27 12,150 17,550 32,400 1,890 202.5 27 810 810
28 12,600 18,200 33,600 1,960 210.0 28 840 840
29 13,050 18,850 34,800 2,030 217.5 29 870 870
30 13,500 19,500 36,000 2,100 225.0 30 900 900
31 13,950 20,150 37,200 2,170 232.5 31 930 930
32 14,400 20,800 38,400 2,240 240.0 32 960 960
33 14,850 21,450 39,600 2,310 247.5 33 990 990
34 15,300 22,100 40,800 2,380 255.0 34 1,020 1,020
35 15,750 22,750 42,000 2,450 262.5 35 1,050 1,050
36 16,200 23,400 43,200 2,520 270.0 36 1,080 1,080
37 16,650 24,050 44,400 2,590 277.5 37 1,110 1,110
38 17,100 24,700 45,600 2,660 285.0 38 1,140 1,140
39 17,550 25,350 46,800 2,730 292.5 39 1,170 1,170
40 18,000 26,000 48,000 2,800 300.0 40 1,200 1,200
41 18,450 26,650 49,200 2,870 307.5 41 1,230 1,230
42 18,900 27,300 50,400 2,940 315.0 42 1,260 1,260
43 19,350 27,950 51,600 3,010 322.5 43 1,290 1,290
44 19,800 28,600 52,800 3,080 330.0 44 1,320 1,320
45 20,250 29,250 54,000 3,150 337.5 45 1,350 1,350
46 20,700 29,900 55,200 3,220 345.0 46 1,380 1,380
47 21,150 30,550 56,400 3,290 352.5 47 1,410 1,410
48 21,600 31,200 57,600 3,360 360.0 48 1,440 1,440
49 22,050 31,850 58,800 3,430 367.5 49 1,470 1,470
50 22,500 32,500 60,000 3,500 375.0 50 1,500 1,500

※3 自然災害特約は、基本部分の加入口数を上限に1口から加入できます。自然災害特約のみ加入することはできません。
※4 自然災害特約加入者は、基本部分掛金＋自然災害特約部分掛金＝年間掛金となります。

※1 住宅の構造・形態についてはP26「ご加入にあたって5住宅の構造と形態」をご参照ください。
※2 基本部分のみの加入（最低加入口数は3口）、または基本部分＋自然災害特約部分の加入ができます。

加
入
口
数

基本部分
年額掛金 火災・住宅災害保障

マンション
（M構造）

耐火・準耐火
（T構造）

木造住宅
（H構造）

火 災
（全焼壊）

風水雪凍害 浸 水 地 震 その他の
住宅災害 生命共済損 壊

（全壊） 床 上 床 下 損 壊
（全壊）

火 災
（全焼）

口 円 円 円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円
1 100 250 500 100 15 7.5 1.0 5.0 20 1.0 2
2 200 500 1,000 200 30 15.0 2.0 10.0 40 2.0 4
3 300 750 1,500 300 45 22.5 3.0 15.0 60 3.0 6
4 400 1,000 2,000 400 60 30.0 4.0 20.0 80 4.0 8
5 500 1,250 2,500 500 75 37.5 5.0 25.0 100 5.0 10
6 600 1,500 3,000 600 90 45.0 6.0 30.0 120 6.0 12
7 700 1,750 3,500 700 105 52.5 7.0 35.0 140 7.0 14
8 800 2,000 4,000 800 120 60.0 8.0 40.0 160 8.0 16
9 900 2,250 4,500 900 135 67.5 9.0 45.0 180 9.0 18
10 1,000 2,500 5,000 1,000 150 75.0 10.0 50.0 200 10.0 20
11 1,100 2,750 5,500 1,100 165 82.5 10.1 50.5 220 10.1 22
12 1,200 3,000 6,000 1,200 180 90.0 10.2 51.0 240 10.2 24
13 1,300 3,250 6,500 1,300 195 97.5 10.3 51.5 260 10.3 26
14 1,400 3,500 7,000 1,400 210 105.0 10.4 52.0 280 10.4 28
15 1,500 3,750 7,500 1,500 225 112.5 10.5 52.5 300 10.5 30
16 1,600 4,000 8,000 1,600 240 120.0 10.6 53.0 320 10.6 32
17 1,700 4,250 8,500 1,700 255 127.5 10.7 53.5 340 10.7 34
18 1,800 4,500 9,000 1,800 270 135.0 10.8 54.0 360 10.8 36
19 1,900 4,750 9,500 1,900 285 142.5 10.9 54.5 380 10.9 38
20 2,000 5,000 10,000 2,000 300 150.0 11.0 55.0 400 11.0 40
21 2,100 5,250 10,500 2,100 315 157.5 11.1 55.5 420 11.1 42
22 2,200 5,500 11,000 2,200 330 165.0 11.2 56.0 440 11.2 44
23 2,300 5,750 11,500 2,300 345 172.5 11.3 56.5 460 11.3 46
24 2,400 6,000 12,000 2,400 360 180.0 11.4 57.0 480 11.4 48
25 2,500 6,250 12,500 2,500 375 187.5 11.5 57.5 500 11.5 50
26 2,600 6,500 13,000 2,600 390 195.0 11.6 58.0 500 11.6 52
27 2,700 6,750 13,500 2,700 405 202.5 11.7 58.5 500 11.7 54
28 2,800 7,000 14,000 2,800 420 210.0 11.8 59.0 500 11.8 56
29 2,900 7,250 14,500 2,900 435 217.5 11.9 59.5 500 11.9 58
30 3,000 7,500 15,000 3,000 450 225.0 12.0 60.0 500 12.0 60
31 3,100 7,750 15,500 3,100 465 232.5 12.1 60.5 500 12.1 62
32 3,200 8,000 16,000 3,200 480 240.0 12.2 61.0 500 12.2 64
33 3,300 8,250 16,500 3,300 495 247.5 12.3 61.5 500 12.3 66
34 3,400 8,500 17,000 3,400 510 255.0 12.4 62.0 500 12.4 68
35 3,500 8,750 17,500 3,500 525 262.5 12.5 62.5 500 12.5 70
36 3,600 9,000 18,000 3,600 540 270.0 12.6 63.0 500 12.6 72
37 3,700 9,250 18,500 3,700 555 277.5 12.7 63.5 500 12.7 74
38 3,800 9,500 19,000 3,800 570 285.0 12.8 64.0 500 12.8 76
39 3,900 9,750 19,500 3,900 585 292.5 12.9 64.5 500 12.9 78
40 4,000 10,000 20,000 4,000 600 300.0 13.0 65.0 500 13.0 80
41 4,100 10,250 20,500 4,100 615 307.5 13.1 65.5 500 13.1 82
42 4,200 10,500 21,000 4,200 630 315.0 13.2 66.0 500 13.2 84
43 4,300 10,750 21,500 4,300 645 322.5 13.3 66.5 500 13.3 86
44 4,400 11,000 22,000 4,400 660 330.0 13.4 67.0 500 13.4 88
45 4,500 11,250 22,500 4,500 675 337.5 13.5 67.5 500 13.5 90
46 4,600 11,500 23,000 4,600 690 345.0 13.6 68.0 500 13.6 92
47 4,700 11,750 23,500 4,700 705 352.5 13.7 68.5 500 13.7 94
48 4,800 12,000 24,000 4,800 720 360.0 13.8 69.0 500 13.8 96
49 4,900 12,250 24,500 4,900 735 367.5 13.9 69.5 500 13.9 98
50 5,000 12,500 25,000 5,000 750 375.0 14.0 70.0 500 14.0 100
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基本部分 加入口数の決定

自然災害特約の選択

お申し込み

保障額の目安の確認

● 「基本部分」に加えて風水雪凍害、浸水、地震の保障を更に手厚くしたい方は、「自然災害特約」を上
乗せしてください。
 基本部分の加入口数を上限に、1口から希望口数に加入することができます。

自
然
災
害
特
約

マンション（M構造） 耐火・準耐火（T構造） 木造住宅（H構造）
1 口 1口 1口

年額450円 年額650円 年額1,200円
個人最高 50口加入なら
年額 22,500円

個人最高 50口加入なら
年額 32,500円

個人最高 50口加入なら
年額 60,000円

1掛金は住宅構造により異なります。

基
本
部
分

マンション（M構造） 耐火・準耐火（T構造） 木造住宅（H構造）
1口 1口 1口

年額100円 年額250円 年額500円
個人最高50口加入なら
年額5,000円

個人最高50口加入なら
年額12,500円

個人最高50口加入なら
年額25,000円

2住宅の形態や広さにより加入口数の限度があります。

基
本
部
分

区分 自家（持ち家） 借家

住宅の
種類

住宅建物の延べ床面積 独立住宅 共同住宅

132㎡（40坪）
以上

66㎡（20坪）以上〜
132㎡（40坪）未満

66㎡（20坪）
未満

マンション（M構造）、耐火・準耐火
（T構造）および木造（H構造）で
2戸建以下

複身
居住者

単身
居住者

加入口数
限度 3口〜50口 3口〜40口 3口〜30口 3口〜20口 3口〜20口 3口〜10口

（注）マンション（M構造）の独身寮は、借家/共同住宅/単身居住者（3口〜10口）となります。

STEP4

STEP5

STEP6

STEP3
保障額の目安は、まずは、火災によって「全焼」した際を想定します。お住まいの住宅が「持ち家」
か「賃貸」か、どんな住宅を再建したいか等、さまざまな条件によって変わってきますので、以下
を目安にしてください。

巻末（P34）の「個人加入申込書 兼 口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、
所属の労働組合を通じてお申し込みください。

❶・❷の費用の目安を加入口数の参考にしてください。

❷住宅以外の保障

❶住宅の保障

❶住宅の保障
●住宅の建替え費用
●残がい処理費用など

❷住宅以外の保障
●�生活必需品の買替え費用
●引越費用など

❷住宅以外の保障
●生活必需品の買替え費用
●新しい住まいへの引越費用など

持ち家にお住まいの場合

賃貸住宅にお住まいの場合

■生活必需品の買替え・引越にかかる費用の目安
住宅
延面積

世帯主
年齢 単身 2人 3人 4人 5人以上

10坪以上

30歳未満 510万円 920万円 1,025万円 1,130万円 1,240万円

30歳以上
〜

40歳未満
610万円 1,320万円 1,425万円 1,530万円 1,640万円

40歳以上 710万円 1,820万円 1,925万円 2,030万円 2,040万円

10坪未満 上記の額、または710万円のいずれか少ない額
（UAゼンセン調べ）

■住宅の建替・残がい処理にかかる費用の目安
住宅の広さ

住宅構造
66㎡
（20坪）

99㎡
（30坪）

132㎡
（40坪）

マンション（M構造）
耐火・準耐火（T構造）

1,940万円〜
1,440万円

2,910万円〜
2,160万円

3,880万円〜
2,880万円

木造住宅（H構造） 1,680万円〜
1,240万円

2,520万円〜
1,860万円

3,360万円〜
2,480万円

（UAゼンセン調べ）

大家さん所有の住宅は、
「借家人賠償責任補償」でカバーされる
ケースがほとんどですので、
ご自身の保障額の目安としては…

ご自身の
保障額の目安としては…

を準備します。

を準備します。

様式第１号ー 2

昭和（S）

平成（H）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

① AまたはBを○印で選択してください。（A・Bともに口座登録の記入を行ってください。）　また、加入日（加入日指定）欄は、
　 Aを選択した場合は未記入（初回口座引落し日が加入日）、Bを選択した場合は加入日を記入のうえ、同加入日までに住宅あんしん共済指定口座に掛金を振込んでください。

初回から口座引落し加入 【　　　　年　　月　　日引落し分（　　月加入）】

初回指定日加入による住宅あんしん共済口座振込み

申込日

加入日（加入日指定）

② 氏名（フリガナ）、性別、生年月日、電話番号、加入対象住所を記入し、P35の■個人情報の取扱いに関するご案内を確認のうえ、確認印（口座引落しによる加入者は口座と同一印）を捺印してください。

③ 現住所を記入してください。（②加入対象住所と同一の場合は記入不要）

組
合
員

（
契
約
者
）

加
入
対
象
住
所

現
住
所

加入証書
送付先

引越日
（予定）

基本部分

構造 加入口数

基本部分 ＋ 自然災害特約 ＝ 住宅あんしん共済合計掛金

× ＝ 合計掛金1口あたりの掛金

自然災害
特約

⑥ 住宅の形態 1～6のうち1つに○印をしてください。
構造

１　 マンション（M構造）
2　 耐火・準耐火（T構造）
3　 木造住宅（H構造）

１.マンション（M構造）
２.耐火・準耐火（T構造）
3.木造住宅（H構造）
１.マンション（M構造）
２.耐火・準耐火（T構造）
3.木造住宅（H構造）

口
口
口
口
口
口

×
×
×
×
×
×

100円
250円
500円
450円
650円

1,200円

円
円
円
円
円
円

＝
＝
＝
＝
＝
＝

円

形態（持ち家） 形態（借家） 最大加入口数
１　自家132㎡（40坪）以上

3　自家66㎡（20坪）未満
5　借家/共同/複身居住者2　自家66㎡（20坪）以上132㎡（40坪）未満
4　借家/独立/マンション、耐火・準耐火・木造（2戸建以下）等

6　借家/共同/単身居住者

20口
40口

10口

生　年　月　日 電　話　番　号
確
認
印

所
属
組
合
名
称

住
所

最大加入口数
50口

30口
20口

⑦ 加入口数を構造の欄に記入します。基本部分は形態
の最大加入口数の範囲内、自然災害特約は基本部
分の口数を超えない範囲で加入できます。

⑤ 住宅の構造 1～3 のうち1つに○印
をしてください。

⑧ 基本部分・自然災害特約各々につき掛金を計算し、
住宅あんしん共済の合計掛金を算出します。

住宅あんしん共済 個人加入申込書 兼 口座振替依頼書
UAゼンセン住宅あんしん共済　御中

姓

漢字

必ず所・番地・方書まで記入（都道府県名記入不要）

必ず所・番地・方書まで記入（都道府県名記入不要）

組合記入欄

④加入証書の送付先に○印をしてください。
 （通常は、加入後1ヵ月程度で発送となります。）

なお、加入後に現住所から加入対象住所へ引
越しされる方は、引越（予定）日もあわせて記入
してください。

現住所加入対象
住所

預金口座振替規定 ゆうちょ銀行は除く〈注1〉
⒈貴行（金庫、組合）に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、
請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場
合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書
の提出または小切手の振出しはしません。

⒉振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことができる金
額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。）をこえるときは私に通
知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。

記号（6桁目がある場合は※欄にご記入ください） 番号（右づめでご記入ください）
※

銀 行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農 協
漁 協

銀 行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農 協
漁 協

捨印

フリガナ

漢字

氏名名
者
金
預 金融機関

明治安田収納ビジネス
サービス株式会社（MBS）

金融機関使用事項
（不備返却事由）

検印

受付印・取扱店日附印

印鑑照合

明治安田収納ビジネスサービス株式会社

収納代行会社

お届け印
（サイン）

印鑑は必ず金融機関届出印をご押印ください｡ また訂正箇所にも必ず訂正印（サイン）をお願いします。預金者名は､組合員ご本人名義とします。 

住
宅
あ
ん
し
ん
共
済

⒊この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ます。な
お、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当
の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴行はこの契約が
終了したものとして取扱ってさしつかえありません。

⒋この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴行の責めによ
るものを除き、貴行には迷惑をかけません。

〈注1〉ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。
詳しくは、ゆうちょ銀行のホームページをご覧ください。

●組合事務所に加入する場合「1」を記入
組合事務所区分

●社員No.（登録希望組合のみ記入）

●組合コード（組合が必ず記入）※左詰めでご記入ください

●所属組合の名称、住所、TEL、FAXを記入

契約者および預金者は､預金口座振替
の方法により収納代行会社､明治安田収
納ビジネスサービス株式会社（MBS）を
通じて行うこととしたいので､預金口座振
替規定を承認のうえ依頼します。

【お願い】この預金口座振替依頼書・自動払込利用申
込書が送付された場合、記載内容に不備がありましたら、
上記該当項目に○印を付けて明治安田収納ビジネス
サービス株式会社（MBS）へ至急ご返送ください。

1 預金取引なし 3 印鑑相違

4 印鑑不鮮明

5 該当口座なし

2 記載事項等相違
ア. 金融機関番号
イ. 店　　名
ウ. 店　　番
エ. 預金種目
オ. 口座番号
カ. 口座名義

金
融
機
関
使
用
欄

不備返却事由

字体相違、代表
者名漏れを含む

6 口座解約済

7 記号番号相違
8 そ の 他
事 由

〒135-8385　東京都江東区東陽2-2-20
東陽駅前ビル10階　TEL03-3615-3127

持ち家

賃貸
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